
令和７年度苅田町環境審議会（第２回）

令和７年８月２０日（水） １４：００～

審議会資料

苅田町
環境課廃棄物対策担当



「諮問→審議→答申」のスケジュール（予定）

第１回（7/30）：諮問「苅田町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改定について」、改定素案の審議

第１回（7/30）:諮問「苅田町地域温暖対策実行計画（区域施策編）について」、事前説明

第２回（8/20）：改定素案の審議

第３回（９/24）：答申

第３回（９/24）：計画書案の審議

第4回（未定）：答申

7月 8月 9月 10月 11月 12月

※令和７年度は、全４回を予定。まず「ごみ処理基本計画の改定」からスタート。
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「ごみ処理基本計画改定」の審議について

第１回（７月３0日）
諮問「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改定」

 →改定素案の説明（主な改定箇所、改定理由等）

第２回（８月２０日） 審議内容：具体的なごみ減量化施策について

第３回（９月２４日）
答申「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の改定」

 → 答申を踏まえ、令和７年１０月中に改定・公表予定

委員からの意見聴取 ３週間（7/30～8/20）

委員からの意見聴取 随時

町民からの意見募集 ４週間（8/2２～9/1９）
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ごみ減量の取組み（減量化施策）について

３

⇒ 当初計画から基本的な考え方は変わっていない。
「組成割合の大きな（排出量の多い）ごみをどうやって減らし
ていくか」ということに尽きる。

家庭系可燃ごみの組成割合（R4年度）

構成比

33.30%

調理くず 17.11%

食品ロス 11.38%

その他 4.81%

33.03%

20.89%

12.78%

100.00%

種類

厨芥類

紙類

高分子類

その他

計画書P２
ごみ排出量割合

改定：P２



各指標を構成するごみ種別 削減するごみ

【指標１】 【指標２】 【指標３】

家庭系資源ごみ

事業系粗大ごみ

集団回収量

事業系粗大ごみ

町民１人１日当たり

のごみ排出量

町民１人１日当たりの

家庭系ごみ排出量
事業系ごみ量

家庭系可燃ごみ 家庭系可燃ごみ

事業系可燃ごみ 事業系可燃ごみ

家庭系不燃ごみ

家庭系粗大ごみ

家庭系不燃ごみ

家庭系粗大ごみ

厨芥類、紙ごみ、

プラスチック類

プラスチック類

粗大ごみ

厨芥類、紙ごみ、

プラスチック類

削減対象とする

組成

各指標の排出量も減量

【参考】削減対象とするごみ

４

「組成ごと」に減量施
策を検討・実施してい
くことで、各指標の排
出量を目標値に近づ
ける。

改定：P8、9



今回配付している改定素案について

前回配付させて頂いた改定素案から、以下の修正を加え
ております。

①誤表記の修正

②各表中の単位の整理・明記・統一（ex.表４）

③『取組の方向性』として、明記した方が良いと思われる

 記載の追加（事務局案：P１０～）

④説明を補足すべき部分の加筆・修正

※目標指標、目標値について変更はありません。
５
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改定：P10第４章 目標達成のための取組

ごみ減量の目標達成に向けた取組の方向性は４つ。

方向性１ ・・・ ごみの減量の推進（改定計画 P11）

方向性２ ・・・ 分別・リサイクルの推進（改定計画 P16）

方向性３ ・・・ ごみについて考える機会の提供（改定計画 P2２）

方向性４ ・・・ 適正なごみ処理システムの運用（改定計画 P2３）

→ 改定計画において、当初計画から修正・追記した部分を

次ページから御説明します。
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改定：P１4、２6方向性１ ・・・ ごみの減量の推進

⇒ 各主体から排出されるごみの量そのものを減らす取組

１）家庭から出るごみの減量

２）事業所から出るごみの減量

３）ごみの有料化に向けた取組の導入

４）食品ロスの削減 ＝ 「食品ロス削減推進計画」を新設（P26～）

※ごみ処理基本計画のうち、食品ロス削減に関連する事項
の個別計画として新規に策定した。

５）サステナブルなスタイルへの転換



改定：P５「食品ロス削減推進計画」の位置付け

ごみ処理基本計画のうち、食品ロス削減に関連する事項の個別
計画として新規に策定した。

【図５】
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『苅田町食品ロス削減推進計画』

【新規策定】

国目標

「食品ロスの削減の推進に関する基本的方針」（令和７年３月２５日閣議決定）
○家庭系食品ロス：2000年度比で2030年度までに食品ロス量を半減
○事業系食品ロス：2000年度比で2030年度までに食品ロス量を60％削減
○食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を80％とする

地方公共団体は、食品ロス削減推進法第4条に基づき、食品ロスの削減
に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図り、地域の特性に応じた
施策を策定し、実施する責務を有す。 
また、同法第12条、第13条に基づき、区域内における食品ロスの削減

の推進に関する計画（食品ロス削減推進計画）を定めるよう努めなけれ
ばならないとされている。

改定：P２6～２９
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【参考】食品ロスに関する取組

10

消費者向け啓発用リーフレット作成・配付 店舗での取組の促進

フードドライブ
活動

「てまえどり」の啓発



食品ロスの減量意欲（町民アンケート結果）

家庭ごみの中で、「減量できるごみの種類」として、最も多く選択
されたのは「食品ロス」。

改定：P４３
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１-３）ごみの有料化に向けた取組の導入 改定：P１３

「ごみの有料化」について、

改定計画で加筆・修正した内容はありません。

（現段階での事務局における検討状況をご説明します。）

※以下、スライドNo.1３～1５までは、あくまで事務局による検
 討段階のものであり、確定した内容ではありません。

12



「ごみ有料化」について

13

答申：「ごみ有料化について」（平成２７年１１月）

⇒ 「早急にごみ有料化を実施すべきである」との内容。

「ごみ有料化」とは、町が一般廃棄物（ごみ）処理について、すべて税金で支
出していた経費の一部を排出者（住民等）から手数料として徴収すること。
（手数料の徴収は、ごみ袋を有料化することにより行う。）

⇒「ごみ有料化」は、『ごみ処理有料化』として整理。

ごみ袋の作製費用や配送費用等のみをごみ袋料金として徴収
するのは、ごみ袋の有料化（国が求める「有料化」ではない！）

ごみ処理経費の一部を排出者から手数料
として徴収するのは、ごみ処理有料化

処理経費
（一部）

改定：P１３



有料化導入の手法（案）
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「一定量無料型」（＝負担軽減を重視）

⇒排出量が一定量となるまでは手数料が無料であり、排出量が一定量を
 超えると排出者が排出量に応じて手数料を負担する方式。

負
担
額
・
料
金

排出量０

＜料金体系図＞

一定の排出量以上のみを従量制とする
ことで、特にその量までの排出抑制が期
待できる。

例）町が、ごみの排出に必要となるごみ
袋やシールについて一定の枚数を無料
で配布し、更に必要となる場合は、排出
者が有料でごみ袋やシールを購入する。

無料 有料

改定：P１３



「燃やせるごみ」の袋で考えてみると・・・

15

例えば、一般家庭から出る「燃やせるごみ」の排出量（1人１日あたり）を、
国の目標値と同程度にまで減少させると目標設定した場合、

【単身世帯】52枚 【単身世帯】40枚

※現在の年間無料
 配布数

※「一定量無料型」の
 年間無料配布数

(枚数は仮定値)

苅田町
520ｇ

国目標
400ｇ

※数値は例
目標としたごみ排出量に見合っ
た袋の枚数（ここでは４０枚）ま
では無料で配布し、それを超過
する場合には有料でごみ袋を
購入してもらう方法とする。

有料化実施に伴う（町民の）
経済的負担を軽減しつつ、
ごみの減量や分別・資源化
に取り組む動機付けとする。

改定：P１３
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改定：P１６

１）分別収集によるリサイクル推進

２）紙ごみの分別収集の推進

３）機会の提供によるリユース促進

４）グリーン購入とエシカル消費

⇒ ごみの中から「資源」として取り出せるものを分別する

方向性2 ・・・ 分別・リサイクルの推進

３）プラスチックごみの分別収集の検討【新設】

4）機会の提供によるリユース促進

5）グリーン購入とエシカル消費

= 容器包装プラ、製品プラの分別収集を検討する



プラスチック資源循環促進法の努力義務

『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』（令和４年４月１日施行）

法第31条に基づき、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定
し、その基準に従って適正に分別して排出されるように住民に周知するよう努めなけ
ればならないこととなっている。 （⇒努力義務）

プラ類のリサイクル方法として、
①法第32条に基づき、容器包装リサイ

クル法の指定法人（公益財団法人日
本容器包装リサイクル協会）に委託し、
リサイクルを行う方法

②法第33条に基づき、市区町村が再
商品化実施者と連携して再商品化計
画を作成し、国の認定を受けること
で、認定再商品化計画に基づいてリ

 サイクルを行う方法
※①、②のどちらかを市区町村の状況

に応じて選択することができる。
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プラスチック資源循環促進法の開始時期について

●市区町村の開始時期について

『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』 は令和４年４月１日
に施行されたが、各市町村の実施時期については、具体的な定めはない。

環境省『「プラスチック」に係る資源循環の促進等に関する法律』の普及啓発ページ
『よくあるご質問』

Q．いつからプラスチック使用製品廃棄物の分別収集を実施しないといけないのですか？

A．法律上、開始時期に関する具体的な定めはありませんが、市区町村はその区域内におけ
るプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講
ずるよう努めなければならないとされたことを踏まえ、準備が整い次第実施していただ
くようお願いします。

⇒ 本町では、現方式（RDF化処理）を続ける間は、実施できない。
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プラスチックリサイクル（分別）を実施できない理由

鹿嶋市（茨城県）の取組み 報告書P１８～２２

『現在ごみ固形燃料（RDF）化処理方式を採用し、燃料
としての熱量確保のために「やわらかいプラスチック」
を燃やすごみとして収集・処理しており、RDF化処理に
適さない「かたいプラスチック」は」燃えないごみとして
収集・処理し、民間施設にて焼却処理を行っている。』

苅田町でも同様に、
『新たな処理システ
ムへの移行』に伴
い実施を検討する。
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2-３）プラスチックごみの分別収集の推進

スライドNo.１8・１9は、昨年度の環境審議会資料ですが、「新た
な焼却システムへの移行」と同時に分別収集を実施するという
趣旨の説明となっています。

しかし、プラごみの分別・収集については、「新たな処理シス
テムへの移行」を待たずに、紙ごみの分別収集と同じタイミ
ングで早期に開始することが望ましいと考えています。

 ○分別ルールの定着までには時間がかかる。
○100％分別されることはない。（一定量は残る・・・）
○分別ルールを再編することでの意識向上 などから。

改定：P18
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【参考】鎌倉市の取組み（製品プラ：平成２７年１月～）

鎌倉市HP

燃やすごみとして出して
いた製品プラスチックを、
平成２７年１月１５日から、
資源物として無料で収集。
（※容器包装プラの収集
が先行）

容器包装：週１回収集

製品プラ：月１回収集
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【参考】金沢市の取組み（製品プラ：令和７年４月～）

これまで燃やすごみだった
「製品プラスチック」を「容
器包装プラスチック」と合
わせて「プラスチック資源」
として、収集し資源化。

金沢市HP

「製品プラスチック」とは、
プラスチック素材100％で
できているもので、一番長
い辺が５０ｃｍ以下のもの。

月２回＋第５週目に収集
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プラごみの分別意欲（町民アンケート結果） 改定：P46

８割以上の町民がプラごみを分別できると回答。

「容器包装プラ」
⇒ 可燃ごみ

「製品プラ」
⇒ その他不燃
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「可燃ごみ」の分別方法の変更

24
か

「燃やせるごみ」のまま 新たな分別項目②
（紙ごみ）

新たな分別項目①
（プラ容器類）

「燃やせるごみ」の中からリサイクル可能
なものを取り出すことで減量を図る。



２-２）紙ごみの分別収集の推進 改定：P18、44

「生ごみに次いで２番目の排出量である「紙ごみ」のみを対象とした回収袋
や収集日の設定などの取組みについても、可能性を調査し、導入を検討す
る。」

改定計画で加筆・修正した内容はありません。

「あればよいと思う古紙の再資源化方法」（町民アンケート）
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市内９箇所に設
置された資源物
回収ボックスで
無料で配布中。

※リサイクルでき
る雑がみの種類を
記載。

【参考】福岡市「雑がみ回収促進袋」

【福岡市HPより】
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【参考】福岡市「リサイクルできる雑がみ」

雑がみ：新聞紙・段ボール以外のリサ
 イクル可能な紙類のこと

27



紙ごみに関する新規取組の提案 改定：P44

町民アンケートでは、「新規の取組の提案」として、下記のものが
挙げられた。

・古紙回収専用袋の提供（３）

・月１回の古紙回収日の設定（２）

・小中学校内での古紙回収プロジェクト（１）

・回収BOX利用が難しい人について、自宅前などでの回収（２）

検討課題として、事業者へのアプローチをどうするか？

28
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改定：P２２～２４

１）ごみに関する情報発信の充実

２）環境教育・学習の充実

方向性３・４

方向性３ ・・・ ごみについて考える機会の提供（改定計画 P2２）

方向性４ ・・・ 適正なごみ処理システムの運用（改定計画 P23）

１）新たなごみ処理システムの検討

２）ごみ処理システムの適正運用と改善

= 令和６年度の答申を踏まえ、記載内容を修正（P23）

※加筆・修正なし



答申「次期ごみ処理方式について」（令和６年１１月）

最適な次期ごみ処理方式：

「北九州市へ一般廃棄物（可燃性ごみ）の受入れについて
要請し、現ごみ処理施設内に町単独で廃棄物中継施設を
整備した上で、ごみ処理（北九州市処理施設での焼却）を
委託する」

留意事項：

「北九州市との協議については、同市のごみ処理の状況
及び受入れに係る条件等に十分配慮すること」
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次期方式の処理ルート（「可燃ごみ」ルートの変更）

31

可燃ごみ

粗大ごみ

資源ごみ

RDF化施設

粗大ごみ処理施設

リサイクルセンター

UBE 九州工場②

再生処理業者

再資源化業者

アルミ、スチール、ビ
ン、ペットボトル

金属類、小型家電、
蛍光管等

木製品、プラ類、ガ
ラス陶器類、靴鞄、
テープ類等

現エコ敷地内

新中継施設

町内 町外

カレット、廃ビニー
ル類等

再資源化業者

北九州市焼却施設

コンパクタ・コンテナ方式



前回の委員からのご指摘

●「ごみ排出量の将来予測について」

●「ごみ質の変化について」

32

●その他要望事項



当初計画における「ごみ排出量の将来予測」

人口増加

ごみ量増加

33

改定：P４１



改定計画における「ごみ排出量の将来予測」 改定：P41

34

【修正】
「町民1人１日当たり
のごみ排出量が減少
傾向にあり、将来的
に人口が微減傾向と
なる本町では、ごみ
の総排出量が減少す
ると予測されます。」



ごみ質の変化について(前回組成調査との比較)

【H24組成調査】 【R4組成調査】

 ↓約6.4％

 ↑約６.2％

   ↓1.6％

構成比

33.30%

調理くず 17.11%

食品ロス 11.38%

その他 4.81%

33.03%

20.89%

12.78%

100.00%

高分子類

その他

種類

厨芥類

紙類

構成比

34.90%

調理くず 未調査

食品ロス 未調査

その他 未調査

39.50%

14.70%

10.90%

100.00%

高分子類

その他

種類

厨芥類

紙類

※減少傾向の要因の一つか？
35
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